
【参考資料】

年 末 調 整

－各種控除記入例等－

参考資料１ 「障害者控除」

参考資料２ 「ひとり親・寡婦控除」

参考資料３ 「国外居住親族の扶養控除」

参考資料４ 「保険料控除」

※ 「住宅借入金等特別控除申告書」については、確定申告を行った年により様式が異なりますの
で、国税庁ホームページの「各種申告書・記載例（扶養控除等申告書など）」をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
※ホームページ検索例：国税庁＿年末調整記入例



【参考資料１】

「障害者控除」について

１ 概要
障害者控除は、「本人」、「配偶者（配偶者控除の対象者）」、 「扶養親族」が障害者の場合に受けられるも

のです。控除額は、下表のとおり「障害の程度」や「同居の有無」によって異なります。
※「障害者」：２７万円・ 「特別障害者」：４０万円・ 「同居特別障害者」：７５万円

＜控除が受けられる人と控除額＞

２ 「扶養控除等申告書」記入例
※ 本人：山川 太郎さん、被扶養者：山川 隆雄さん（父・79 歳・同居）が「一般の障害者」の場合

障害者
特別

障害者
同居特別
障害者

27万円 40万円 75万円
〇 同居の場合 〇

〇
うち重度の知的障害者と判定された人 〇 同居の場合 〇

〇
うち障害等級が１級の人 〇 同居の場合 〇

〇
うち障害の程度が１級又は２級と記載されている人 〇 同居の場合 〇

控除が受けられる人

その他「扶養控除等申告書」の裏面に記載されている人 「扶養控除等申告書」の裏面に記載のとおり

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人

児童相談所、知的障害者更生相談所などから知的障害者と判定された人

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人

□障害者に☑を

入れてください。
「氏名」、「障害の程度」、「手帳などの種類」、

「交付日」、「同居の有無（特別障害者の場合のみ）」

を記入してください。

「扶養親族」の方が障害者の場合は、「✔」を

入れ、かつ、「人数」を記入してください。

※「扶養親族」の方以外の場合は、該当欄に 「✔」のみ

記入してください。



【参考資料２】

「ひとり親控除・寡婦控除」について
１．概要

未婚のひとり親の負担を軽減するため、 「現在、婚姻していない人」又は「配偶者の生死が不明な人」が
以下の要件を満たしていると 35 万円の控除が受けられます。

・総所得金額等が 48 万円以下の同一生計の子（年齢制限なし）がいる

・本人の合計所得金額が 500 万円以下

・事実上、婚姻関係と同様の事情にある相手がいない（住民票の夫（未届）、妻（未届）で判断）

また、ひとり親に該当しない場合でも、一定の要件を満たせば 27万円の寡婦控除を受けることができ
ます。判定は、次のとおりです。

＜判定フローチャート＞

「現在、婚姻していない人」又は「配偶者の生死が不明な人」

２．「扶養控除等申告書」記入例

                       

「
扶
養
親
族
」
あ
り

「
扶
養
親
族
」
な
し

注１　住民票の続柄に、「夫（未届）」又は「「妻（未届）」である旨の記載の有無で判断してください。
注２　総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

現在、独身の理由
離　婚

死
別
・
生
死
不
明

未
婚

事
実
婚
の
記
載
が

住
民
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に
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し
（
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１
）

本
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５
０
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万
円
以
下
で
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計
を
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に
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る
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注
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が
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る

本
人
の
性
別
が

「
女
性
」
で
あ
る

は
い

適用なし 適用なし

はいいいえいいえ

は
い

い
い
え

ひとり親
控除

いいえ

適用なし

は
い

適用なし寡 婦
控 除

□ 寡婦
□ ひとり親
□ 勤労学生

いずれかに ☑  を
記入してください。



【参考資料３】

国外居住親族に係る扶養控除等について

１．概要
外国人である従業員が母国に住む親族を扶養している場合など（注１）、従業員等が非居住者（注２）であ

る親族について扶養控除等の適用を受ける場合、次の書類が必要となります。
なお、特に、「３０歳以上７０歳未満」の親族について適用を受けようとする場合、控除の要件が

厳しくなっていますので、ご留意ください。
注１ 日本人の従業員等が、留学等により国外に住む親族等を扶養する場合等も対象となります。

注２ 国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続き１年以上国内に居所を有しない人をいいます。

① 親族関係書類
  外国政府等が発行した戸籍謄本など（注３）、国外に住む親族等が従業員等の親族であることが

わかる書類といいます。
なお、その書類が外国語の場合は、翻訳文を作成していただく必要があります。

注３ 日本人の従業員が国外に住む親族等について適用する場合は、日本国が発行した戸籍の附票等が必要となります。

② 送金関係書類・３８万円送金書類（注４）

  金融機関が発行した外国送金依頼書の控えなど（注５）、国外に住む親族等それぞれの生活費や
教育費に充てるための支払を行ったことがわかる書類をいいます。

なお、その書類が外国語の場合は、翻訳文を作成していただく必要があります。
    注４「３８万円送金書類」は、上記の同様の書類で３８万円以上送金したことがわかる書類をいいます。

注５ 非居住者である親族が、外国でクレジットカードを利用して商品を購入した場合等で、その代金自体を従業員等が支払

っていることがわかるクレジットカードの利用明細書も対象となります。

２．「扶養控除等申告書」記入例
本人：ＡB 〇〇（技能実習）、被扶養者：ＣＤ 〇〇（子・21 歳・外国（母国）在住）の場合

送金関係書類

38万円以上送金 38万円送金書類
障 害 者

留   学

必要書類

親族関係書類

国外居住親族

16歳以上30歳未満

70歳以上

30歳以上70歳未満
送金関係書類

※留学ビザ等書類が必要な場合あり

送金等の金額を

記入してください。

該当項目に ☑

を入れてください。



【参考資料４】 令和６年分 保険料控除申告書【記載例】 ※上段（氏名等の欄）は省略

【イメージ】保険料控除証明書（●●生命） 【イメージ】地震保険料控除証明書（××火災）

申告書の記入内容、「添付書類」を基に処理を行いますので、対象外の証明書等は添付しないようにしてください。

【「保険金受取人」の対象者】
「一般」 ⇒ 本人、配偶者、親族
「介護」 ⇒ 本人、配偶者、親族
「年金」 ⇒ 本人、配偶者

「新」・「旧」によって控除額が
異なりますので（※）、ご注意くだ
さい。
※「介護」を除く。

給与から差し引かれた
社会保険料は記入しな
いでください。

「小規模企業共済」
の掛金です。

「iDeCo」など
の掛金です。

旧長期損害保険料の場合


